
目

次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
及
び
資
金

管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

高
奥
浩
明
後
援
会

高
奥

浩
明

古
舘

隼

三
戸
郡
五
戸
町
字
川

原
町
三
八

令
和六･
一･
五

佐
藤
文
俊
後
援
会

工
藤

勝
久

佐
藤

文
俊

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
辻
字
岸
田
九
九
の

二

六･
一･一一

荒
内
護
後
援
会

七
尾

浩

小
形

秀
頼

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
盛
田
字
塚
ノ
越
五

六
の
三

六･
一･二二

酒
井
け
ん
じ
後
援

会

酒
井

健
治

酒
井

健
治

三
沢
市
美
野
原
三
丁

目
一
五
の
九

六･
一･二六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
平
舘
支

部（
最
上

一
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
後
田
四

四

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
才

の
神
一
七
の
一

令
和六･
一･一五

代

表

者

最
上

一

福
井

賢
一
郎

六･
一･一五

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

青
森
県
報
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第
七
百
二
十
五
号

令
和
六
年二

月
十
六
日

（
金
曜
日
）



遠
藤
泰
子
後
援
会

（
遠
藤

泰
子
）

代

表

者

遠
藤

泰
子

杉
原

広

令
和六･
一･
一

宮
下
宗
一
郎
後
援
会

（
宮
下

宗
一
郎
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁

目
八
の
二
六

む
つ
市
緑
町
二
一

の
三

六･
一･
一

代

表

者

宮
下

宗
一
郎

高
松

芳
昭

六･
一･
一

会
計
責
任
者

小
川

史
人

宮
下

悠
美

六･
一･一二

政
治
団
体

生
活
し

続
け
ら
れ
る
青
森
に

（
影
山

さ
く
ら
）

会
計
責
任
者

嶋
谷

麻
衣
子

對
馬

茉
那

五･一二･三一

長
内
良
蔵
後
援
会

（
長
内

一
雄
）

代

表

者

長
内

一
雄

長
内

栄

六･
一･一九

会
計
責
任
者

長
内

将
吾

長
内

峰
広

六･
一･一九

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県
遺
族
会
支
部

齋
藤

文
明

令
和
五･一二･三一

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

田
中
満
後
援
会

木
村

昌
義

令
和
五･一二･二八

佐
藤
文
俊
後
援
会

奈
良

進

六･
一･一〇

沼
畑
俊
一
後
援
会

沼
畑

孝
平

五･
九･三〇

浜
谷
貴
樹
後
援
会

北
城

忍

五･一二･三一

小
野
真
稔
後
援
会

小
野

幸
一
郎

五･一二･二九

石
田
久
後
援
会

工
藤

攻

六･
一･一九

越
明
男
後
援
会

鎌
田

宏

六･
一･一九

磯
辺
勇
司
後
援
会

小
川

忠
明

五･一二･三〇

𠮷
村
忠
男
後
援
会

笹
森

千
代
治

五･一二･三一

お
が
さ
わ
ら
ち
づ
こ
後
援
会

畑
井

又
市

五･一二･三一

小
野
寺
あ
き
ひ
こ
後
援
会

大
坂

健
蔵

六･
一･三一

未
来
の
青
森
を
創
る
会

小
野
寺

晃
彦

六･
一･三一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德
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資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

宮
下

宗
一
郎

青
森
県
知
事

宮
下
宗
一
郎
後
援

会

青
森
市
新
町
二
丁
目

八
の
二
六

令
和六･
一･
二

酒
井

健
治

三
沢
市
議
会
議

員

酒
井
け
ん
じ
後
援

会

三
沢
市
美
野
原
三
丁

目
一
五
の
九

六･
一･二六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

宮
下

宗
一
郎

あ
お
も
り
照
隅
会

令
和
六･
一･
一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

小
野
寺

晃
彦

未
来
の
青
森
を
創
る
会

令
和
六･
一･三一
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


